
  平成 27年３月 31日     富 山 県 報       号  外⑷  1   

 

 

 号  外⑷  

   目      次  
    
   規  則 

 ○富山県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則         １ 

 ○富山県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行 

  規則の一部を改正する規則                         ２ 

 ○富山県身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則            ４ 

 ○富山県歯科技工士法施行規則の一部を改正する規則              15 

   訓  令 

 ○富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令                   

 ○富山県道路監理員規程の一部を改正する訓令                 29 
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 富山県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め、 

公布する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第31号 

   富山県予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則 

 富山県予算の編成及び執行に関する規則（昭和39年富山県規則第２号）の一部を 

次のように改正する。 

 第２条中「、教育長」を削り、「労働委員会事務局長」の次に「、教育次長（教 

育次長が２人以上あるときは、教育長があらかじめ指定する教育次長。以下同じ。 

）」を加える。 

 第４条中「、教育長」を削り、「及び労働委員会事務局長」を「、労働委員会事 

務局長及び教育次長」に改める。 

 別表中「及び副知事」を「、副知事及び教育長」に改める。 

   附 則 

毎週月.水.金曜日発行 
平成27年３月31日 

火 曜 日 
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 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                              （財 政 課）  

 

 

 富山県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行 

規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第32号 

   富山県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関す 

   る法律施行規則の一部を改正する規則 

 富山県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行 

規則（平成12年富山県規則第31号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項中「第７条第３項ただし書」の次に「（法第17条第４項において準

用する場合（薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。）を含む。）」を、

「より薬局の管理者」の次に「、医薬品製造管理者」を加え、「店舗又は」を「製

造所、店舗又は」に改め、「管理者（」の次に「医薬品製造管理者、」を加え、同

条第２項及び第３項中「管理者（」の次に「医薬品製造管理者、」を加える。 

 第10条各号列記以外の部分中「知事」の次に「（法第39条の２第２項ただし書の

規定による高度管理医療機器等営業所管理者がその営業所以外の場所で業として営

業所の管理その他薬事に関する実務に従事する許可に係る書類については、富山市 

長）」を加える。 
 

 様式第１号中 

｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務許可申請書 

｣ 

を 
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｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

医 薬 品 製 造 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務許可申請書 

｣ 

に、「店舗又は」を「製造所 

、店舗又は」に、「店舗管理者又は」を「医薬品製造管理者、店舗管理者又は」に 

改め、第７条第３項ただし書の次に「（同法第17条第４項において準用する場合（ 

薬局製造販売医薬品の製造業者に係るものに限る。）を含む。）」を加える。 
 

 様式第２号中 

｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務許可証 

｣ 

を 

                                      
｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

医 薬 品 製 造 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務許可証 

｣ 

に改め、第７条第３項ただし書の 

次に「（同法第17条第４項において準用する場合（薬局製造販売医薬品の製造業者 

に係るものに限る。）を含む。）」を加え、「店舗又は」を「製造所、店舗又は」 

に改める。                               
 

 様式第３号中 

｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務廃止届出書 

｣ 

を 
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｢ 
 薬 局 の 管 理 者 

医 薬 品 製 造 管 理 者 

店 舗 管 理 者 

医 薬 品 営 業 所 管 理 者 

高度管理医療機器等営業所管理者 

再生医療等製品営業所管理者 

兼務廃止届出書 

｣ 

に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性 

 の確保等に関する法律施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調 

 整をして使用することができる。 

                            （くすり政策課）  

 

 

 富山県身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布

する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第33号 

   富山県身体障害者福祉法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県身体障害者福祉法施行規則（昭和62年富山県規則第34号）の一部を次のよ 

うに改正する。 

 様式第７号⑸を次のように改める。 
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様式第７号⑸（第３条関係） 

  聴覚・平衡・音声・言語又はそしやくの機能障害の状態及び所見 
 

 〔はじめに〕＜認定要領を参照のこと＞ 

  この診断書においては、以下の４つの障害区分のうち、認定を受けよう 

 とする障害について、□にレを入れて選択し、その障害に関する「状態及 

 び所見」について記載すること。 

  なお、音声機能障害、言語機能障害及びそしやく機能障害が重複する場 

 合については、各々について障害認定することは可能であるが、等級はそ 

 の中の最重度の等級をもつて決定する旨、留意すること（各々の障害の合 

 計指数をもつて等級決定することはしない）。 

  □ 聴覚障害→１に記載すること。 

  □ 平衡機能障害→２に記載すること。 

  □ 音声・言語機能障害→３に記載すること。 

  □ そしやく機能障害→４に記載すること。 

 

１ 「聴覚障害」の状態及び所見 

 ⑴ 聴力（会話の音域の平均聴力  ⑷ 聴力検査の結果（ア又はイのい 

  レベル）             ずれかを記載する。） 
 
 

 
 右          ｄＢ     ア 純音による検査        

    オージオメータの型式      左          ｄＢ  

 

 ⑵ 障害の種類 
 

伝音性難聴 

感音性難聴 

混合性難聴 

 

 ⑶ 鼓膜の状態 

   （右）   （左） 
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                   イ 語音による検査        

                   語音明瞭度  
右    ％  

左    ％ 

 

 ⑸ 身体障害者手帳（聴覚障害）の所持状況       有 ・ 無 

  （注）２級と診断する場合、記載すること。 

 

２ 「平衡機能障害」の状態及び所見 

 

３ 「音声・言語機能障害」の状態及び所見 

 

４ 「そしやく機能障害」の状態及び所見 

 ⑴ 障害の程度及び検査所見 

   下の「該当する障害」の□にレを入れ、さらに①又は②の該当する□ 

  にレ又は（  ）内に必要事項を記述すること。 

           □ そしやく・嚥
えん

下機能の障害 

            →「① そしやく・嚥
えん

下機能の障害」に記載す 

             ること。 

           □ 咬
こう

合異常によるそしやく機能の障害 

            →「② 咬
こう

合異常によるそしやく機能の障害」に 

記載すること。 

 

  ① そしやく・嚥
えん

下機能の障害 

   ａ 障害の程度 

    □ 経口的に食物等を摂取できないため、経管栄養を行つている。 

    □ 経口摂取のみでは十分に栄養摂取ができないため、経管栄養を 

     併用している。 

    □ 経口摂取のみで栄養摂取ができるが、誤嚥
えん

の危険が大きく摂取 

     できる食物の内容・摂取方法に著しい制限がある。 

    □ その他                           

 

 

   ｂ 参考となる検査所見 

    ア 各器官の一般的検査 
  

「該当する障害」 
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        ＜参考＞ 各器官の観察点 

  ・口唇、下顎
がく

：運動能力、不随意運動の有無、反射異常 

         ないしは病的反射 

  ・舌    ：形状、運動能力、反射異常 

  ・軟口蓋
がい

  ：挙上運動、反射異常 

  ・声帯   ：内外転運動、梨状窩
か

の唾液貯留 

 

     ○ 所見（上記の枠内の「各器官の観察点」に留意し、異常の部 

      位、内容、程度等を詳細に記載すること。）          

 

 

    イ 嚥
えん

下状態の観察と検査 
 

 

 

 ＜参考１＞ 各器官の観察点 

  ・口腔
くう

内保持の状態 

  ・口腔
くう

から咽
いん

頭への送り込みの状態 

  ・喉頭挙上と喉頭内腔
くう

の閉鎖の状態 

  ・食道入口部の開大と流動物（bolus）の送り込み 

 ＜参考２＞ 摂取できる食物の内容と誤嚥
えん

に関する観察点 

  ・摂取できる食物の内容（固形物、半固形物、流動食） 

  ・誤嚥
えん

の程度（毎回、２回に１回程度、数回に１回、ほ 

   とんど無し） 

 

 

     ○ 観察・検査の方法 

      □ エックス線検査（                 ）  

      □ 内視鏡検査（                   ） 

      □ その他（                     ） 

     ○ 所見（上記の枠内の＜参考１＞と＜参考２＞の観察点から、 

      嚥
えん

下状態について詳細に記載すること。）           

 

 

  ② 咬
こう

合異常によるそしやく機能の障害 

   ａ 障害の程度 

    □ 著しい咬
こう

合障害があり、歯科矯正治療等を必要とする。 

    □ その他 
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   ｂ 参考となる検査所見（咬
こう

合異常の程度及びそしやく機能の観察結 

    果） 

    ア 咬
こう

合異常の程度（そしやく運動時又は安静位咬
こう

合の状態を観察  

     する。） 

                                    

 

    イ そしやく機能（口唇・口蓋
がい

裂では、上下顎
がく

の咬
こう

合関係や形態異 

     常等を観察する。） 

                                    

 

 ⑵ その他（今後の見込み等）                     

                                    

 

 ⑶ 障害程度の等級 

   （下の該当する障害程度の等級の項目の□にレを入れること。） 

  ①「そしやく機能の喪失」（３級）とは、経管栄養以外に方法のないそ  

   しやく・嚥
えん

下機能の障害をいう。 

   具体的な例は次のとおりである。 

    □ 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの 

    □ 延髄機能障害（仮性球麻痺
ひ

、血管障害を含む）及び末梢神経障 

     害によるもの 

    □ 外傷・腫瘍切除等による顎
がく

（顎
がく

関節を含む）、口腔
くう

（舌、口唇､ 

     口蓋
がい

、頬、そしやく筋等）、咽
いん

頭、喉頭の欠損等によるもの 

  ②「そしやく機能の著しい障害」（４級）とは、著しいそしやく・嚥
えん

下  

   機能又は咬
こう

合異常によるそしやく機能の著しい障害をいう。 

    □ 重症筋無力症等の神経・筋疾患によるもの 

    □ 延髄機能障害（仮性球麻痺
ひ

、血管障害を含む）及び末梢神経障 

     害によるもの 

    □ 外傷・腫瘍切除等による顎
がく

（顎
がく

関節を含む）、口腔
くう

（舌、口唇､ 

     口蓋
がい

、頬、そしやく筋等）、咽
いん

頭、喉頭の欠損等によるもの 

    □ 口唇・口蓋
がい

裂等の先天異常の後遺症による咬
こう

合異常によるもの 

 

 〔記入上の注意〕 

  ⑴ 聴力障害の認定にあたつては、ＪＩＳ規格によるオージオメータで 
  

しょう 

しょう 
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   測定すること。 

    ｄＢ値は、周波数 500、1000、2000Ｈｚにおいて測定した値をそれ 

   ぞれａ、ｂ、ｃとした場合、      の算式により算定し、ａ、 
 

   ｂ、ｃのうちいずれか１又は２において 100ｄＢの音が聴取できない 

   場合は、当該ｄＢ値を 105ｄＢとして当該算式を計上し、聴力レベル 

   を算定すること。 

  ⑵ 歯科矯正治療等の適応の判断を要する症例については、「歯科医師 

   による診断書・意見書」（別様式）の提出を求めるものとすること。 

  ⑶ 小腸機能障害を併せ持つ場合については、必要とされる栄養摂取の 

   方法等が、どちらの障害によるものであるか等について詳細に診断し､ 

   該当する障害について認定することが必要である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ＋２ｂ＋ｃ 
４ 
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 様式第７号⑽を次のように改める。 
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様式第７号⑽（第３条関係） 

ぼうこう又は直腸の機能障害の状態及び所見 
 

 〔記入上の注意〕 

  ・「ぼうこう機能障害」、「直腸機能障害」については、該当する障害 

   についてのみ記載し、両方の障害を併せ持つ場合には、それぞれにつ 

   いて記載すること。 

  ・１～３の各障害及び障害程度の等級の欄においては、該当する項目の 

□にレを入れ、必要事項を記述すること。 

  ・障害認定の対象となるストマについては、排尿・排便のための機能を 

持ち、永久的に造設されるものに限る。 

１ ぼうこう機能障害          

 □ 尿路変向（更）のストマ              

 ⑴ 種類・術式           ⑵ ストマにおける排尿処理の状 

       □ 腎瘻
じんろう

 □ 腎盂瘻
じ ん う ろ う

   態 

  ① 種類 □ 尿管瘻
ろう

        ○ 長期にわたるストマ用装具 

       □ ぼうこう瘻
ろう

       の装着が困難な状態の有無に 

       □ 回腸（結腸）導管    ついて       

       □ その他〔     〕   

  ② 術式：〔          〕  □ 有 

  ③ 手術日：〔  年  月  日〕   （理由） 

                      □ 軽快の見込みのないス 

                       トマ周辺の皮膚の著しい 

                       びらんがある（部位、大 

                       きさについて図示） 

                      □ ストマの変形 

                      □ 不適切な造設箇所 

  （ストマ及びびらんの部位等を図示）  □ 無 

 □ 高度の排尿機能障害 

 ⑴ 原因               ⑵ 排尿機能障害の状態・対応 

  □ 神経障害             □ カテーテルの常時留置 

   □ 先天性：〔        〕  □ 自己導尿の常時施行 

          （例：二分脊椎
せきつい

等）  □ 完全尿失禁 

   □ 直腸の手術           □ その他          

    ・術式：〔         〕                 

    ・手術日：〔   年  月  日〕 
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  □ 自然排尿型代用ぼうこう 

   ・術式：〔          〕 

   ・手術日：〔  年  月  日〕 

 

２ 直腸機能障害 

 □ 腸管のストマ 

 ⑴ 種類・術式           ⑵ ストマにおける排便処理の状 

       □ 空腸・回腸ストマ   態  

  ① 種類 □ 上行・横行結腸ストマ ○ 長期にわたるストマ用装具 

       □ 下行・Ｓ状結腸ストマ  の装着が困難な状態の有無に 

       □ その他〔     〕  ついて 

  ② 術式：〔          〕  □ 有 

  ③ 手術日：〔  年  月  日〕   （理由）  

                       □ 軽快の見込みのない 

                        ストマ周辺の皮膚の著 

                        しいびらんがある（部 

                        位、大きさについて図 

                        示） 

                       □ ストマの変形 

                       □ 不適切な造設箇所 

  （ストマ及びびらんの部位等を図示）  □ 無 

 □ 治癒困難な腸瘻
ろう

  

 ⑴ 原因              ⑶ 腸瘻
ろう

からの腸内容の洩れの状 

  ① 放射線障害           態 

   □ 疾患名：〔        〕 □ 大部分 

  ② その他             □ 一部分 

   □ 疾患名：〔        〕⑷ 腸瘻
ろう

における腸内容の排泄
せつ

処 

 ⑵ 瘻
ろう

孔の数：〔        個〕 理の状態 

                    □ 軽快の見込みのない腸瘻
ろう

周 

                     辺の皮膚の著しいびらんがあ 

                     る（部位、大きさについて図 

                     示） 

                    □ その他 
 

  （腸瘻
ろう

及びびらんの部位等を図示）                  
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 □ 高度の排尿機能障害 

 ⑴ 原因              ⑵ 排便機能障害の状態・対応 

  □ 先天性疾患に起因する神経障害  □ 完全便失禁 

    〔             〕 □ 軽快の見込みのない肛
こう

門周 

         （例：二分脊椎
せ き つい

等）   辺の皮膚の著しいびらんがあ 

  □ その他              る 

  □ 先天性鎖肛
こ う

に対する肛
こ う

門形成術  □ 週に２回以上の定期的な用 

    手術日：〔  年  月  日〕  手摘便が必要 

  □ 小腸肛
こ う

門吻合術         □ その他 

    手術日：〔  年  月  日〕  
 

３ 障害程度の等級 

 （１級に該当する障害） 

  □ 腸管のストマに尿路変向（更）のストマを併せ持ち、かつ、いずれ 

   かのストマにおいて排便・排尿処理が著しく困難な状態にあるもの 

  □ 腸管のストマを持ち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難 

   な状態及び高度の排尿機能障害があるもの 

  □ 尿路変向（更）のストマに治癒困難な腸瘻
ろう

を併せ持ち、かつ、スト 

   マにおける排尿処理が著しく困難な状態又は腸瘻
ろう

における腸内容の排 

   泄
せ つ

処理が著しく困難な状態があるもの 

  □ 尿路変向（更）のストマを持ち、かつ、ストマにおける排尿処理が 

   著しく困難な状態及び高度の排便機能障害があるもの 

  □ 治癒困難な腸瘻
ろ う

があり、かつ、腸瘻
ろ う

における腸内容の排泄
せ つ

処理が著 

   しく困難な状態及び高度の排尿機能障害があるもの 

 （３級に該当する障害） 

  □ 腸管のストマに尿路変向（更）のストマを併せ持つもの 

  □ 腸管のストマを持ち、かつ、ストマにおける排便処理が著しく困難 

   な状態又は高度の排尿機能障害があるもの 

  □ 尿路変向（更）のストマに治癒困難な腸瘻
ろ う

を併せ持つもの 

  □ 尿路変向（更）のストマを持ち、かつ、ストマにおける排尿処理が 

   著しく困難な状態又は高度の排便機能障害があるもの 

  □ 治癒困難な腸瘻
ろ う

があり、かつ、腸瘻
ろ う

における腸内容の排泄
せ つ

処理が著 

   しく困難な状態又は高度の排尿機能障害があるもの 

  □ 高度の排尿機能障害があり、かつ、高度の排便機能障害があるもの 

 （４級に該当する障害） 

  □ 腸管又は尿路変向（更）のストマを持つもの 

  □ 治癒困難な腸瘻
ろ う

があるもの 

  □ 高度の排尿機能障害又は高度な排便機能障害があるもの 
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 様式第７号⑿中「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状況及び所見（ 

13歳以上用）」を「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状態及び所見（ 

13歳以上用）」に、「Western blot 法」を「Western Blot 法」に、 

「２月以上続く。 」を「２か月以上続く。」に、 

「「等級表解説」６ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害 

 ⑴のアの のｊに示す日和見感染症の既往がある。     」 

「「身体障害認定基準」６ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機 

 能障害⑴のアの のｊに示す日和見感染症の既往がある。  」 

 様式第７号⒀中「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状況及び所見（ 

13歳未満用）」を「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害の状態及び所見（ 

13歳未満用）」に、「Western blot法」を「Western Blot法」に、 

「注 「免疫学的分類」の欄では、「等級表解説」６ヒト免疫不全ウイルスによ 

  る免疫の機能障害⑵のイの による程度を○で囲むこと。        」 

「注 「免疫学的分類」の欄では、「身体障害認定基準」６ヒト免疫不全ウイル 

  スによる免疫の機能障害⑵のイの による程度を○で囲むこと。     」 

「１月以上続く発熱 」を「１か月以上続く発熱」に、 

「生後１月以前に発症したサイトメガロウイルス感染 」を 

「生後１か月以前に発症したサイトメガロウイルス感染」に、 

「生後１月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、 

 肺炎又は食道炎                   」 

「生後１か月以前に発症した単純ヘルペスウイルス気管支炎、 

 肺炎又は食道炎                   」 

「生後１月以前に発症したトキソプラズマ症 」を 

「生後１か月以前に発症したトキソプラズマ症」に、 

「６月以上の小児に２月以上続く口腔咽頭カンジダ症  」を 

「６か月以上の小児に２か月以上続く口腔咽頭カンジダ症」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

を 

に改める。 

を 

に、 

を 

に、 

を 

に、 
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 （経過措置） 

２ この規則による改正前の富山県身体障害者福祉法施行規則に定める様式による 

 用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。 

                             （障害福祉課）  

 

 

 富山県歯科技工士法施行規則の一部を改正する規則を次のように定め、公布する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県規則第34号 

   富山県歯科技工士法施行規則の一部を改正する規則 

 富山県歯科技工士法施行規則（平成11年富山県規則第27号）の一部を次のように 

改正する。 

 第２条第１号中「省令第10条」を「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令 

（平成27年厚生労働省令第51号）附則第２条の規定によりなお従前の例によること 

とされた同令による改正前の省令第10条」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

                              （医 務 課）  

 

∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

訓      令 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県訓令第10号 

                                本  庁  

                                出先機関  

   富山県事務決裁規程の一部を改正する訓令 
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第１条 富山県事務決裁規程（昭和62年富山県訓令第３号）の一部を次のように改 

 正する。 

  第４条第１項第20号中イを削り、ウをイとし、エをウとし、オをエとする。 

  第５条第４項を削る。 

  別表第２の１の表中 
 

｢ 知事政

策局 

   首都圏本部 

 次に掲げる事項の 

支出負担行為及び支 

出命令に関すること｡ 

 ア 旅費 

 イ １件50万円未 

  満の諸費 

 ウ １件 500万円 

  未満の負担金、 

  補助及び交付金 ｣ 

 を 
 

｢ 知事政

策局 

 ⑴ 中学校及び高等 

 学校の収容定員に 

 係る学則の変更の 

 認可に関すること｡ 

⑵ 幼稚園、専修学 

校及び各種学校を

設置する学校法人

の設立等の認可に

関すること。 

⑶ 幼稚園、専修学 

 校及び各種学校の 

 設置等の認可に関 

 すること（室課長 

 の専決事項に係る 

⑴ 学校法人の寄 

附行為の変更の

認可に関するこ

と。 

⑵ 幼稚園及び各 

種学校の収容定

員に係る学則の

変更の認可に関

すること。 

⑶ 専修学校の目 

 的の変更の認可 

 に関すること。 

⑷ 公立大学法人 

 富山県立大学に 

首都圏本部 

 次に掲げる事項の 

支出負担行為及び支 

出命令に関すること｡ 

 ア 旅費 

 イ １件50万円未 

  満の諸費 

 ウ １件 500万円 

  未満の負担金、 

  補助及び交付金 

体育施設 

 次に掲げる県営体 

育施設の利用時間の 

変更に関すること。 
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   ものを除く。）。 

⑷ 富山県奨学資金 

（大学院奨学資金

に限る。）の貸与

者の決定及び返還

の免除に関するこ

と。 

⑸ 公立大学法人富 

山県立大学に係る

認可、承認及び監 

督に関すること 

（室課長の専決事

項に係るものを除

く。）。 

 

係る認可、承認

及び監督に係る

届出の受理に関

すること。 

 ア 総合体育セン 

  ター 

 イ 高岡総合プー 

  ル 

 ウ 富山武道館 

 エ 高岡武道館 

 オ 富山弓道場 

 カ 福光射撃場 

 キ スキージャン 

  プ場 

 ク 漕艇場 

 ケ 上市カヌー競 

  技場 

 コ 西部体育セン 

  ター 」 
                                      

 に改め、同表観光・地域振興局国際・日本海政策課の項中 

｢ 
 
国際・

日本海

政策課 ｣ 

を 

 
 ｢ 
 
国際課 

 

 ｣ 

に改め、同表中 

                                      

「  文書学

術課 

⑴ 公益信託の引受 

 けの許可に関する 

 こと。 

⑵ 宗教法人の規則 

 の認証に関するこ 

 と。 

⑴ 行政書士会の 

 会則の変更の認 

 可に関すること。 

⑵ 特例民法法人 

 （国家公安委員 

 会の所管事項に 

公文書館 

 公文書等の記録の 

閲覧、複写、貸出し 

及び出版物等への掲 

載の承認に関するこ 

と。 

 
 
 
 
 
 
 

  

」 
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   ⑶ 中学校及び高等 

 学校の収容定員に 

 係る学則の変更の 

 認可に関すること。 

⑷ 幼稚園、専修学 

 校及び各種学校を 

 設置する学校法人 

 の設立等の認可に 

 関すること。 

⑸ 幼稚園、専修学 

校及び各種学校の 

設置等の認可に関 

すること（室課長 

の専決事項に係る 

ものを除く。）。 

⑹ 富山県奨学資金 

（大学院奨学資金 

に限る。）の貸与 

者の決定及び返還 

の免除に関するこ 

 と。 

 

 係る事業を目的 

 とするものを除 

 く。）の合併の 

 認可、残余財産 

 処分の許可、基 

 本財産処分の承 

 認、解散の承認 

 等に関すること。 

⑶ 公益法人の財 

産目録等及び移 

行法人の公益目 

的支出計画実施 

報告書の閲覧又 

は謄写に関する 

こと。 

⑷ 公益信託の信 

託の条項の変更 

の認可に関する 

こと。 

⑸ 宗教法人の規 

則の変更の認証 

に関すること。 

⑹ 宗教法人の過 

料に関すること。 

⑺ 学校法人の寄 

 附行為の変更の 

認可に関するこ 

と。 

⑻ 幼稚園及び各 

 種学校の収容定 

 員に係る学則の 

県立大学 

⑴ 教育研究に係る 

 寄附の受入れに関 

 すること（感謝状 

 等の贈呈を含む｡)｡ 

⑵ 次に掲げる事項 

の支出負担行為及

び支出命令に関す

ること。 

 ア １件 100万円 

  未満の報償費 

  （非常勤の嘱託 

  及び講師に対す 

  るものにあつて 

  は、金額にかか 

  わらず。） 

 イ 旅費 

 ウ １件 500万円 

未満の負担金、

補助及び交付金 

 エ １件 2,000万 

  円未満の委託料 

  （庁舎の維持管 

理及び機械器具

類等の保守管理

に係るものを除

く。） 

 オ １件 1,000万 

  円未満の教育研 

  究用の備品購入 

  費（自動車に係    
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     変更の認可に関 

 すること。 

⑼ 専修学校の目 

 的の変更の認可 

 に関すること。 

  るものを除く｡) 

⑶ 公舎の使用に関 

 すること。 

⑷ 非常勤講師の任 

 免に関すること。 

⑸ 県立大学の入学 

 考査料の徴収の猶 

 予の決定に関する 

 こと。 

⑹ 県立大学の授業 

 料及び入学料の減 

 免並びに徴収の猶 

 予の決定に関する 

 こと。 」 

 を 
 
「  文書総

務課 

⑴ 公益信託の引受 

 けの許可に関する 

 こと。 

⑵ 宗教法人の規則 

 の認証に関するこ 

 と｡ 

 

⑴ 行政書士会の 

 会則の変更の認 

 可に関すること｡ 

⑵ 公益法人の財 

 産目録等及び移 

 行法人の公益目 

 的支出計画実施 

 報告書の閲覧又 

 は謄写に関する 

 こと。 

⑶ 公益信託の信 

託の条項の変更

の認可に関する

こと。 

⑷ 宗教法人の規 

公文書館 

 公文書等の記録の 

閲覧、複写、貸出し 

及び出版物等への掲 

載の承認に関するこ 

と。 
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    則の変更の認証

に関すること。 

⑸ 宗教法人の過 

 料に関すること｡ 

 

」 

 に改め、同表生活環境文化部県民生活課の項部局長専決事項の欄第２号中「第７ 

条」を「第４条第２項」に、「指示」を「資料の提出」に改め、同欄第３号中 

「第８条第１項」を「第６条」に、「消費者庁長官に対する措置請求」を「措置

命令」に改め、同欄第４号中「第９条第２項」を「第９条第１項」に改め、同表 

生活環境文化部環境政策課の項部局長専決事項の欄第34号及び第35号を次のよう 

に改める。 

  フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下「フロン類 

  法」という。）第18条及び第49条の規定による勧告及び命令に関すること。 

   フロン類法第35条の規定による登録の取消し等に関すること。 

  別表第２の１の表生活環境文化部環境政策課の項室課長専決事項の欄第41号か 

 ら第43号までを次のように改める。 

   フロン類法による登録に関すること（生活環境文化部長の専決事項に係る 

   ものを除く。）。 

   フロン類法第17条及び第48条の規定による指導及び助言に関すること。 

   フロン類法第91条の規定による報告の徴収及び同法第92条の規定による立 

   入検査に関すること。 

  別表第２の１の表生活環境文化部自然保護課の項部局長専決事項の欄に次の５ 

 号を加える。 

  ⑾ 立山におけるバスの排出ガスの規制に関する条例（以下「排出ガス条例」 

   という。）第５条及び第７条の規定による勧告に関すること。 

  ⑿ 排出ガス条例第８条の規定による公表に関すること。 

  ⒀ 富山県希少野生動植物保護条例第８条の規定による指定希少野生動植物の 

   指定に関すること。 

  ⒁ 富山県希少野生動植物保護条例第19条、第20条及び第21条の規定による生 

   息地等保護区、管理地区及び立入制限地区の指定に関すること。 
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  ⒂ 富山県希少野生動植物保護条例第34条の規定による希少野生動植物保護監 

   視員の任免に関すること。 

  別表第２の１の表生活環境文化部自然保護課の項室課長専決事項の欄に次の６ 

 号を加える。 

  ⒇ 排出ガス条例第６条の規定による報告の徴収及び立入調査に関すること。 

   富山県希少野生動植物保護条例第12条の規定による許可に関すること。 

   富山県希少野生動植物保護条例第20条第４項の規定による許可に関するこ 

   と。 

   富山県希少野生動植物保護条例第21条第４項第３号の規定による許可に関 

   すること。 

   富山県希少野生動植物保護条例第28条第２項の規定による確認に関するこ 

   と。 

   富山県希少野生動植物保護条例第28条第３項の規定による認定に関するこ 

   と。 

  別表第２の１の表生活環境文化部環境保全課の項部局長専決事項の欄第20号中 

 「第３条第３項」を「第３条第４項」に、「及び第５条第１項」を「、第５条第 

 １項、第36条第３項及び第39条」に改め、同欄中第43号を第44号とし、第26号か 

 ら第42号までを１号ずつ繰り下げ、第25号の次に次の１号を加える。 

   土染法第42条の規定による指定の取消しに関すること。 

  別表第２の１の表生活環境文化部環境保全課の項室課長専決事項の欄第２号中 

 「及び第４項」を「、第４項及び第５項」に改め、同欄中第37号を第38号とし、 

 第６号から第36号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第５号中「第３条第２項」を 

 「第３条第３項」に改め、同号を同欄第６号とし、同欄第４号中「同条第５項」 

 を「同条第６項」に改め、同号を同欄第５号とし、同欄第３号の次に次の１号を 

 加える。 

  ⑷ 土染法第３条第１項の規定による指定に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部厚生企画課の項部局長専決事項の欄に次の２号を加え 

 る。 

  ⑾ 社会福祉主事養成機関及び社会福祉主事資格認定講習会の指定及び指定の 
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   取消しに関すること。 

  ⑿ 社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の指定及び指定の取消しに関 

   すること。 

  別表第２の１の表厚生部厚生企画課の項室課長専決事項の欄に次の２号を加え 

 る。 

   社会福祉主事養成機関及び社会福祉主事資格認定講習会の監督、各種変更 

   の承認、報告の徴収及び指示並びに各種変更の届出及び報告の受理に関する 

   こと。 

   社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の各種変更の承認、報告の徴 

   収及び指示並びに各種変更の届出及び報告の受理に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部厚生企画課の項出先機関の長専決事項の欄に次の２号 

 を加える。 

  ⑶ 難病の患者に対する医療等に関する法律（以下「難病法」という。）及び 

   児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更に関すること 

   （健康課長の専決事項に係るものを除く。）。 

  ⑷ 難病法施行規則第13条第２項及び児童福祉法施行規則第７条の９第３項に 

   規定する届出書の受理に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部児童青年家庭課の項部局長専決事項の欄中第６号を第 

 ７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第２号中「認定こど 

 も園」を「幼保連携型認定こども園以外の認定こども園」に改め、同号を同欄第 

 ３号とし、同欄第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 幼保連携型認定こども園の設置等の認可及び認可の取消し、改善勧告及び 

   改善命令並びに事業停止命令に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部医務課の項部局長専決事項の欄第４号中「准看護師養 

 成所」を「保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、 

 歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技 

 士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士又は柔道整復師の養成所又は養成施設」 

 に改め、同欄中第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加える。 

  ⑸ はり師又はきゅう師の養成施設の認定に関すること。 
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  別表第２の１の表厚生部健康課の項室課長専決事項の欄第４号中「母子保健法」 

 の次に「、難病法及び児童福祉法（指定小児慢性特定疾病医療機関に限る。）」 

 を加え、同欄第５号中「療育の医療の給付」の次に「及び小児慢性特定疾病医療 

 費」を加え、「及び障害者総合支援法」を「、障害者総合支援法」に改め、「精 

 神通院医療の給付に係るものに限る。）」の次に「及び難病法」を加え、同欄に 

 次の３号を加える。 

  ⒄ 難病法及び児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給認定に関する 

   こと。 

  ⒅ 難病法及び児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給認定の変更 

   （指定難病の名称の変更に限る。）に関すること。 

  ⒆ 難病法及び児童福祉法による指定医に関すること（小児慢性特定疾病に係 

   るものに限る。）。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項部局長専決事項の欄中第９号を第11号 

 とし、第８号を第10号とし、第７号を第９号とし、第６号を第７号とし、同号の 

 次に次の１号を加える。 

  ⑻ 食鳥検査法による食鳥処理衛生管理者の養成施設及び講習会の登録及び登 

   録の取消しに関すること。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項部局長専決事項の欄中第５号を第６号 

 とし、第４号を第５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 

  ⑷ 食品衛生法による食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設並びに食 

   品衛生管理者の講習会の登録及び登録の取消しに関すること。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項部局長専決事項の欄に次の４号を加え 

 る。 

  ⑿ 理容師法による理容師養成施設の指定及び指定の取消しに関すること。 

  ⒀ 美容師法による美容師養成施設の指定及び指定の取消しに関すること。 

  ⒁ 製菓衛生師法による製菓衛生師養成施設の指定及び指定の取消しに関する 

   こと。 

  ⒂ 調理師法による調理師養成施設の指定及び指定の取消しに関すること。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項室課長専決事項の欄中第８号を第10号 
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 とし、第５号から第７号までを２号ずつ繰り下げ、第４号を第５号とし、同号の 

 次に次の１号を加える。 

  ⑹ 食鳥検査法施行令による食鳥処理衛生管理者の養成施設及び講習会の届出 

   の受理等に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項室課長専決事項の欄中第３号を第４号 

 とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 食品衛生法施行令による食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設並 

   びに食品衛生管理者の講習会の届出の受理等に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部生活衛生課の項室課長専決事項の欄に次の４号を加え 

 る。 

  ⑾ 理容師養成施設指定規則による理容師養成施設の変更の承認等に関するこ 

   と。 

  ⑿ 美容師養成施設指定規則による美容師養成施設の変更の承認等に関するこ 

   と。 

  ⒀ 製菓衛生師法施行規則による製菓衛生師養成施設の変更の承認等に関する 

   こと。 

  ⒁ 調理師法施行規則による調理師養成施設の変更の承認等に関すること。 

  別表第２の１の表厚生部くすり政策課の項部局長専決事項の欄第６号中「指定 

 薬物で」を「指定薬物又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い 

 物で」に、「及び指定薬物の廃棄等」を「、指定薬物の廃棄等及び指定薬物の広 

 告の中止等」に改め、同項室課長専決事項の欄第２号中「指定薬物等」を「指定 

 薬物若しくはその疑いがある物品又は指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋 

 然性が高い物である疑いがある物品」に改め、同表商工労働部経営支援課の項部 

 局長専決事項の欄中第１号及び第２号を削り、第３号を第１号とし、第４号を第 

 ２号とし、第５号を第３号とし、同欄第６号中「第24条の６の11第２項」を「第 

 24条の６の12第２項」に改め、同号を同欄第４号とし、同表農林水産部農林水産 

 企画課の項出先機関の長専決事項の欄第15号中「森林施業計画」を「森林経営計 

 画」に改め、同表中 
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「 

 農村整

備課 

⑴ 土地改良事業の 

換地処分に関する

こと。 

⑵ 土地改良事業等 

に係る異議の申出 

⑴ 換地計画の認 

 可に関すること｡ 

⑵ 農地等の交換 

分合計画の認可

に関すること。 

  

 

 

 
」 

 を 
 
「 

 農村整

備課 

⑴ 土地改良事業の 

換地処分に関する

こと。 

⑵ 土地改良事業等 

に係る異議の申出 

⑴ 換地計画の認 

 可に関すること｡ 

⑵ 農地等の交換 

分合計画の認可

に関すること。 

小矢部川ダム管理事 

務所 

 ダム管理区域内の 

立入りの禁止又は制 

限に関すること。 

 

 

 

 
」 

 に改め、同表農林水産部農村整備課の項部局長専決事項の欄に次の３号を加える。 

  ⑿ 土地改良財産用途の廃止及び変更並びに所管換えに関すること。 

  ⒀ 土地改良財産の目的外使用の許可に関すること（農林振興センター所長の 

   専決事項に係るものを除く。）。 

  ⒁ 河川法第23条の許可の申請に関すること。 

  別表第２の１の表中 
 
「 

 農村振

興課 

⑴ 土地改良財産用 

 途の廃止及び変更 

並びに所管換えに

関すること。 

⑵ 土地改良財産の 

目的外使用の許可

に関すること（農

林振興センター所

長の専決事項に係

るものを除く｡)｡ 

⑶ 河川法第23条の 

許可の申請に関す 

 小矢部川ダム管理事 

務所 

 ダム管理区域内の 

立入りの禁止又は制 

限に関すること。 
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    ること。 

⑷ 特定農山村にお 

ける農林業等の活

性化のための基盤

整備の促進に関す

る法律による農林

業等活性化基盤計

画の承認に関する

こと。 

⑸ 山村振興対策事 

業の基本計画の認

定及び変更承認に

関すること。 

  

 

  森林政 ⑴ 森林法第50条及 ⑴ 森林施業計画  」 

 を 

「  森林政 ⑴ 森林法第50条及 ⑴ 森林経営計画  」 

に改め、同表土木部管理課の項出先機関の長専決事項の欄第57号中「第28条」を

「第30条」に、「第21条」を「第22条」に改め、同欄第58号中「第９条第１項及

び第16条第１項」を「第10条第１項及び第17条第１項」に、「第14条」を「第15

条」に改め、同欄第59号中「第13条」を「第14条」に改め、同欄第60号中「第17

条」を「第18条」に改め、同欄第61号中「第20条」を「第21条」に改め、同欄第 

62号中「第22条」を「第23条」に改め、同欄第73号中「第６条の２第10項」を 

「第６条の２第５項」に、「第11項」を「第６項」に改め、同欄第74号中「仮使

用の承認」を「安全上、防火上及び避難上支障がないことの認定」に改め、同表

土木部砂防課の項部局長専決事項の欄第４号中「第６条第１項」を「第７条第１

項」に改め、同欄第５号中「第８条第１項」を「第９条第１項」に改め、同欄第

６号中「第25条第１項」を「第26条第１項」に改め、同項室課長専決事項の欄中

第５号を第７号とし、同欄第４号中「第６条第３項及び第８条第３項」を「第７

条第３項及び第９条第３項」に改め、同号を同欄第５号とし、同号の次に次の１

号を加える。 



  平成 27年３月 31日     富 山 県 報       号  外⑷  27   

 

 ⑹ 土砂災害防止法第27条第１項の規定による通知及び周知させるための措置 

  に関すること。 

  別表第２の１の表土木部砂防課の項室課長専決事項の欄第３号の次に次の１号 

 を加える。 

  ⑷ 土砂災害防止法第４条第２項の規定による通知及び公表に関すること。 

  別表第３の⑴の表中 
                                      

｢ 観光・地域振

興局長  

次       長 

  

主 務 課 長 

 

連 絡 課 長 

｣ 

 を 
 

｢ 観光・地域振

興局長 

課（地方創生 

推進室に置か 

れた課を除く｡) 

の所掌に属す 

る事務 

次 長 

 

 

主 務 課 長 

 

 

連 絡 課 長 

 
  地方創生推進

室に置かれた

課の所掌に属

する事務 

地方創生推進

室長 

主 務 課 長 

 

連 絡 課 長 

｣ 

 に改める。 

  別表第３の⑵の表中                           
 

｢ 公文書館長 

県立大学長 

 

 

 

大学事務局長 

大学事務局の 

課長 

 

 教育に関する事 

 務 

 

 その他の事務 

 

主 務 課 長 

工学部長及び 

工学研究科長 

 

事 務 局 長 

次 長 

課長補佐 

管 理 課 長 

 学長があらかじ 

 め指定する教育 

 職員 

次 長 

主 務 課 長 

 

 

 

 

 

主 務 課 長 

主務課長補佐 

 
   主務係長  ｣ 

 を   
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｢ 公文書館長  主務課長 管理課長  ｣ 

 に改める。 

  別表第４第１項中「（県立大学教員（助手を含む。）に関するものを除く。）」 

 を削り、同表第４項中第８号を第９号とし、第７号の次に次の１号を加える。 

  ⑻ 軽易な変更 

第２条 富山県事務決裁規程の一部を次のように改正する。 

  別表第２の１生活環境文化部自然保護課の項部局長専決事項の欄第１号中「鳥 

 獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（以下「鳥獣保護法」を「鳥獣の保護及 

び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（以下「鳥獣保護管理法」に改め、同欄

中第15号を第16号とし、第４号から第14号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第３号

中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に、「鳥獣保護員」を「鳥獣保護管理員」 

に改め、同号を同欄第４号とし、同欄第２号中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理

法」に改め、同号を同欄第３号とし、同欄第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 鳥獣保護管理法第18条の２の規定による鳥獣捕獲等事業の認定に関するこ 

   と。 

  別表第２の１の表生活環境文化部自然保護課の項室課長専決事項の欄第１号及 

 び第２号中「鳥獣保護法」を「鳥獣保護管理法」に改め、同欄中第25号を第26号 

 とし、第４号から第24号までを１号ずつ繰り下げ、同欄第３号中「鳥獣保護法」 

 を「鳥獣保護管理法」に改め、同号を同欄第４号とし、同欄第２号の次に次の１ 

 号を加える。 

  ⑶ 鳥獣保護管理法第38条の２の規定による許可に関すること。 

   附 則 

 この訓令は、平成27年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、 

当該各号に定める日から施行する。 

 ⑴ 第２条の規定 平成27年５月29日 

 ⑵ 第１条中別表第２の１の表土木部管理課の項出先機関の長専決事項の欄第73 

  号及び第74号の改正規定 平成27年６月１日 

                              （人 事 課）  
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 富山県道路監理員規程の一部を改正する訓令を次のように定め、公表する。 

  平成27年３月31日 

                    富山県知事 石  井    一  

富山県訓令第11号 

                              土木部道路課  

                              土木センター  

   富山県道路監理員規程の一部を改正する訓令 

 富山県道路監理員規程（平成７年富山県訓令第１号）の一部を次のように改正す 

る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第２条関係）                             
 

区分 職 

土木部道路課 課長 主幹 課長補佐 係長 

新川土木センター 

（新川土木センター入

善土木事務所を除く。） 

所長 次長 企画管理課長 工務第一課長 企画管理課

の業務班長並びに業務班の副主幹（道路の管理に関する

事務を担当する者に限る。）及び係長（道路の管理に関 

する事務を担当する者に限る。） 工務第一課の班長、 

副主幹及び係長 工務第一課の上席専門員、主任専門員､ 

主任、技能主任専門員、技能主任、技能主事及び技師 

新川土木センター入善

土木事務所 

所長 所長代理 業務課長 工務課長 業務課の副主幹

（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。）及び

係長（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。） 

工務課の道路班長並びに道路班の副主幹及び係長 工務

課道路班の上席専門員、主任専門員、主任、技能主任専

門員、技能主任、技能主事及び技師 

富山土木センター 

（富山土木センター立

山土木事務所を除く。） 

所長 次長 企画管理課長 施設管理課長 工務第一課 

長 工務第三課長 企画管理課の業務班長並びに業務班 

の副主幹（道路の管理に関する事務を担当する者に限る｡) 

及び係長（道路の管理に関する事務を担当する者に限る｡) 

施設管理課の班長、副主幹及び係長 工務第一課の班長､ 
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 副主幹及び係長 工務第三課の班長、副主幹及び係長 

施設管理課の上席専門員、主任専門員、主任、技能主任 

専門員、技能主任、技能主事及び技師 工務第一課の上

席専門員、主任専門員、主任、技能主任専門員、技能主

任、技能主事及び技師 工務第三課の上席専門員、主任

専門員、主任、技能主任専門員、技能主任、技能主事及 

び技師 

富山土木センター立山

土木事務所 

所長 所長代理 業務課長 工務課長 業務課の副主幹

（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。）及び

係長（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。） 

工務課の道路班長並びに道路班の副主幹及び係長 工務

課道路班の上席専門員、主任専門員、主任、技能主任専

門員、技能主任、技能主事及び技師 

高岡土木センター 

（高岡土木センター氷

見土木事務所及び高岡

土木センター小矢部土

木事務所を除く。） 

所長 次長 企画管理課長 施設管理課長 工務第一課

長 企画管理課の業務班長並びに業務班の副主幹（道路 

の管理に関する事務を担当する者に限る。）及び係長 

（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。） 施 

設管理課の班長、副主幹及び係長 工務第一課の班長、

副主幹及び係長 施設管理課の上席専門員、主任専門員､ 

主任、技能主任専門員、技能主任、技能主事及び技師 

工務第一課の上席専門員、主任専門員、主任、技能主任

専門員、技能主任、技能主事及び技師 

 

高岡土木センター氷見

土木事務所及び高岡土

木センター小矢部土木

事務所 

所長 所長代理 業務課長 工務課長 業務課の副主幹

（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。）及び

係長（道路の管理に関する事務を担当する者に限る。） 

工務課の道路班長並びに道路班の副主幹及び係長 工務

課道路班の上席専門員、主任専門員、主任、技能主任専

門員、技能主任、技能主事及び技師 

砺波土木センター 所長 次長 企画管理課長 工務第一課長 企画管理課

の業務班長並びに業務班の副主幹（道路の管理に関する

事務を担当する者に限る。）及び係長（道路の管理に関

する事務を担当する者に限る。） 工務第一課の班長、

副主幹及び係長 工務第一課の上席専門員、主任専門員､ 
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 主任、技能主任専門員、技能主任、技能主事及び技師 

   附 則 

 この訓令は、平成27年４月１日から施行する。 

                              （道 路 課）  
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